
高崎市中心市街地活性化基本計画の変更(第2回）

法に定める特別の措置
及び

認定と連携した支援措置
左記に関係する事業名 変更理由

中心市街地活性化ソフト事業 商都フェスティバル （４）→（２）①へ変更

高崎まつり （４）→（２）①へ変更

たかさき能 （４）→（２）①へ変更

高崎えびす講市 （４）→（２）①へ変更

高崎映画祭 （４）→（２）①へ変更

今回の変更は、下記５事業を、「（４）国の支援措置のないその他の事業」から「（２）①認定と連携した支援措置
のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業」に変更したものです。
基本計画書92ページから93ページ


